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第1章 研究の概要 

1-1 研究の背景と目的 

 流域の管理は流域の単位で行われることが望ましい。

1950 年頃から世界各所で戦後復興のための社会インフ

ラ整備として進められたダム等の大規模な水資源開発

及び河川沿いの工業の発展などにより、生態系や自然環境

は深刻な影響を受け、 1960 年代に入ると、破壊された生

態系や自然を元に戻そうという国際的な気運の高まりを

反映し、水資源の無造作な個々の開発ではなく流域の統一

管理によってその需要に対処していくという管理の重要

性が認識され始めた。これを受けて 1992 年、リオのアジ

ェンダ 21 で水を包括的に捉える｢統合水資源管理

(Integrated Water Resource Management、以下IWRM)｣の概念

が世界中に導入された。しかし1つの河川を複数国家で共

有する国際河川では流域的統一と国家の独自性が対立し、

IWRMの導入は簡単ではない。 

EUは2000年｢欧州水枠組指令(Water Framework Directive、

以下WFD)｣を発表し、加盟国に流域単位の河川管理を要求

し、加盟国は統合的な流域管理のための国際調整を行って

いる。2013 年｢ライン川｣は国際河川基金の主催する欧州

河川賞を受賞した。この賞は優れた統合流域管理を行う河

川に与えられる賞であり、ライン川は大幅な水質改善、氾

濫原の復元、種の保全の取り組みが評価された。ライン川

の成功には流域国の密接な情報交換、問題対策等の連携が

とても重要な役割を果たした。 

 日本においても、流域における人口・資産の集積や土地

利用の変化による、洪水・土砂流出の増大、普段の河川の

水量の減少、水質の悪化等の問題に対処するためには流域

全体を視野に入れた施策が重要であるという視点のもと、

1997 年の河川法改正により河道管理から流域管理への移

行が行われた。しかし、日本の河川管理について、国と地

方といった上位・下位の行政機関の連携や、市民参加及び

透明性の確保には課題が残っており、河川のみではない

「流域」という単位で統合的な管理計画を行っていくため

には、流域に関わる国や地方行政等の上位・下位行政が協

働・調整し、連携強化を図ることが必要であると考える。 

そこで本研究では、上位・下位行政の密接な連携及び調

整により統合的な流域管理を実現させたライン川及びラ

イン流域管理計画と管理組織構造の実態を把握し、今後の

日本における総合的な流域管理計画の実現への示唆を得

ることを目的とする。 

1-2 先行研究 

1-2-1 IWRMについての先行研究 

IWRM の研究は国外では 90 年代初期、日本では 90 年

代後半から現在まで多く為されている。 

国外では、Bruce(1990)
(1)

 は河川管理の土地利用計画と

の密接な連携の重要性について述べ、Warnerら(2006)
(2)は、

水供給、浄化システム、排水システム、ライン川における

流域管理計画の実態から土地利用と水管理の連携、市民へ

の透明性の確保等の重要性、国際河川における行政、コン

サルタント、市民との協働の重要性について言及している。

また、Ralph(2008)
(3)は、ライン川を参考にドイツではWFD

の施行により水管理の重要性が上位機関からより市民へ

接する機会の多い地方行政へ移ってきている、と述べてい

る。日本国内では、中山(1997)
(4)が、メコン川を対象に国

際河川の管理への流域各国の上位に位置する機関の存在

が必要であるとしている。太田(2001)
(5)は、IWRM の実現

には、地表・地下水管理の統合、水質・水量管理の統合、

利水・治水の統合、水管理・土地利用の統合、そして流域

内の水関連行政の統合が必要と述べている。 

ヨーロッパ・ライン川における流域管理計画の実態 

- 第1次ライン流域管理計画及びドイツ・バーデンビューデンベルク州の水管理構造に着目して- 

The status of International River Basin Management Plan in the case of the Rhine in Europe 
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1-2-2 WFDについての先行研究 

 WFDの研究は、国外・国内ともに発令の2000年から現

在まで多く見られる。国外では、Kaika(2003)
(6)が WFD を

施行する際の各国間の議論に着目し、水管理に関わるプレ

イヤーの増加、それに伴う水管理セクターにおける権限主

体の増加、環境保護への関心の高まりといった３つの社会

情勢の急激な変化に対応するため包括的な法制度となる

WFD の施行は予期されたものであったと述べている。日

本国内においてのWFDの研究は渡辺(2012)
(7)が、ドイツの

水管理法の和訳を行い、ドイツでのWFDの国内法令化に

より、ドイツにおいてそれぞれの州が独自に持っていた法

体系が、連邦全体の枠組みに統一されるなど、より水管理

が包括的なものに変化した変遷について紹介している。 

1-2-3 ライン川の流域管理についての先行研究 

 ライン川の流域管理についての研究はオランダの研究

者らを中心に 1950 年代から現在まで継続的に見られる。

Carel(1999)
(8)は、主に20世紀後半のライン川の流域管理の

歴史についてまとめ、WFD 以前のライン川の流域管理の

統一は、水質改善・生態系保護の課題について上流国と下

流国の議論が活発化された点とNGOが関与することにな

った点が重要であったと述べている。Tun(2003)
(9)は、ライ

ン川国際保護委員会 (International Commission for the 

Protection of the Rhine、以下ICPR)の役割に注目し、国境を

越える水管理と環境改善に重要なのは、課題解決にあたる

政治・社会・環境の体制作りであり、意思決定や施行過程

に全ての関係者が関われるプラットフォームがあること

が重要であると結論づけている。さらに、Mostert(2009)
(10)

はライン川の水質改善のための措置等についてライン流

域管理の歴史的変遷について考察し、ICPR の超国家的機

関でないプラットフォームとしての役割と、様々な歴史的

な過程を経たNGOの活動、市民の意識向上、技術改革等

の要素が複雑に関係し、2003 年当時のライン流域の水管

理が実現したと見解を述べている。 

1-2-4 日本の河川における先行研究 

日本の河川における先行研究については多数あり、近年

の日本の河川管理の課題についても言及されている。保屋

野(2003)
(11)は、EU に比べて日本の水関連法が、生態系へ

の影響や保全といった観点がかなり弱いことや、日本の水

関連法制をより統合的にする必要性について述べている。

日本弁護士会(2007)
(12)は、河川法の条文では河川整備基本

方針の策定手続に市民参加の規定がないこと(13)及び河川

整備計画の策定についても、改正法１６条の２第３項の趣

旨に基づく流域委員会の設置等による住民の意見の反映

がなされていない問題について指摘している。また古谷

(2009)
(14)は、住民参加の流域委員会(15)が国と齟齬を来して

休止させられた事例を挙げ、住民参加による流域管理の実

現には決定権限の面で課題があると指摘している。さらに、

吉川(2009)
(16)は、市町村などの地方自治体によって河川利

用が都市形成等を含めた総合的な計画として行われるの

が望ましく、そのためには河川が、国のもの、都道府県の

ものという発想から脱却する必要があり、市町村などの河

川管理への関与が必要と述べている(17)。 

1-3 本研究の位置付け 

先行研究によると、流域管理の実現のためには、水管理

行政の統合や水管理と他分野の連携、環境保護、市民参加

等の重要性について述べられているが、日本においては、

現行の法制度・組織構造ではこれらの流域管理の実施に向

けては市民参加や上位・下位の組織間連携の強化など幾つ

かの課題が見受けられる。 

ライン川は歴史的に流域管理が先駆的に行われた事例

ではあるが、2009年にWFDによってより洗練された計画

として策定された第１次ライン流域管理計画については

国内・国外どちらにおいても概要の把握を試みた先行研究

は未だ見られない。本研究の新規性・独自性はこの WFD

をもとに策定されたライン川における流域管理計画の実

態を把握することにあり、日本の流域管理の真の実現に向

けての考察及び日本の河川管理の制度への示唆を得るに

あたって有用であると考える。 

1-4 本研究の方法と構成 

 方法は文献調査を主とし、補足のため流域国の行政担当

者へヒアリングを行った。2章でライン流域管理計画策定

までの変遷、3 章でライン流域管理を所管する組織構造、

4、5、6章で流域管理計画の概要、7章で結論とする。  

 

第2章 流域管理計画策定までの変遷  

2-1 水枠組指令(Water Framework Directive) 

 2000年「水枠組指令（WFD）」が欧州共同体（European 

Community、以下EC）から発表された。WFDは、地下水

質の悪化と取水量の増大、水生態系に対する市民の関心の

高まりが施行の圧力となり採択に至った。WFDでは河川、

運河、湖、入江、地下水、湿地、河口、沿岸の水を一体の

水域と捉え、EU加

盟国に河川の水管

理への包括的アプ

ローチを命じた点

で刷新的である。

WFDは表1に示し

た3つの目標を導

入している(18)。 

 加盟国は、国内の

河川流域及び他国

と共有する河川流

域を特定、それらを

「河川流域区」とし

て指定し（図1）、

その単位毎に「流域

管理計画(River 

Basin Management 

Plan、以下RBMP)」

を策定しなければ

① 質・量・生態系の観点から2015年までに
　　水域の「良好な状態」を達成する。
② EU全域を「流域区」毎に分割し、この単位
    で「流域管理計画」を策定する。
③ 水管理の重要な決定への市民の参加を
     強化する。

表1 WFDの目標 

図1 EU圏の流域区分図 
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ならない(19)。WFDの定義する「流域」とは支流と地下水

域を全て含めたものとして従来の定義から拡大され、流域

境界が容易く行政境界を越える(20)。それにより新たな国際

交渉が必要となっている。 

 RBMP には水域の「良好な状態」の達成のために I.｢河

川状態の測定 (Surveillance) ｣→ II. ｢環境目標の設定

(Environmental Objective)｣→ III. ｢経済的分析  (Economic 

Analysis)｣→IV.｢水質改善の為の措置計画(Programmes of 

Measures)｣の 4 つを含まなければならない。さらに RBMP

の計画図書が市民参加の強化のための一般公開資料とな

るため、計画の内容の透明性が守られなければならない。

WFD は国境を越える国際河川の流域計画を法として定め

たEU初のものである。 

 ライン流域区では1950年設立の ICPRがRBMPを作成

し、第1次RBMPは2009年に発表され、6年毎に更新さ

れる。第 2 次 RBMP 発表までに加盟国は表 1 中の①を達

成することが要求された(21)。 

また、WFD では市民参加に非常に大きな価値をおいて

おり、全ての流域の市民を計画過程に含める、として公聴

会の実施を規定している。また RBMP に関してのドラフ

トを策定の１年前に作成し、意見公開を6ヵ月の長期にわ

たって行うなどの市民参加の機会の拡充を法的に定めて

いる(22)。 

2-2 洪水対策指令(Floods Directive) 

 2007年11月「洪水対策指令(Floods Directive、以下FD)」

がECより発表された。FDは洪水により生じる人の健康、

環境、文化、経済への悪影響を軽減するため、「洪水リス

クアセスメント」及び「洪水リスク管理計画(Flood Risk 

Management Plan、以下FRMP)」を「流域区」毎に作成す

ることを加盟国に命じた。第１次 FRMP は 2015 年の第 2

次RBMPと同時に公開予定されており、6年毎に更新され

る。FRMP では気候変動への対応が強く求められており、

2021 年の第 2 次 FRMP の内容には気候変動への対策の詳

細説明を含まなければならない(23)。 

2-3 水枠組指令以前のライン流域管理（図2） 

 1950 年、ライン流域では産業革命から大戦にかけての

水質汚染に対応するため、流域諸国により ICPRが設立さ

れた。これがラ

イン流域管理に

おける国際協力

の開始であり、

ライン川では他

に先駆けて流域

単位の河川管理

の基礎を築いて

いたといえる。 

1986 年にスイ

スバーゼルで起

こったSandoz化

学工場の火災事

故により、大量の化学薬品がライン川に流入し、流域の生

態系に壊滅的な被害を与えたことがきっかけとなり、生態

系回復プログラム「ラインアクションプラン(Rhine Action 

Plan、以下RAP)」が ICPR主導で開始され、ここで初めて

流域の管理に生態系の概念が導入された。 

これは、事故直後に流域国の大臣会議を開き、オランダ

発意でライン川でのサケの復活をコンセプトにした計画

が提案されたことによる。オランダは以前から流域の最下

流国としてのヒエラルキーの改善を目指していた経緯が

あり、RAP までは上流と下流というヒエラルキーの課題

があったが、生態系の回復という目標に流域国が向かうこ

とで、オランダ念願のヒエラルキーの課題が解決され、初

めてライン川で流域の統一的管理が実現されたといえる。 

さらに 1993 年 12 月洪水（クリスマス洪水）及び 1995

年のライン川・モーゼル川・ミューズ川での大洪水により

流域単位での治水対策の必要性が議論され、1995 年の２

度目の大洪水を受けてフランス・ドイツ・ベルギー・ルク

センブルクの環境大臣が集まり、協力して流域という空間

的な対策で治水を行うことが約束された（アルル宣言）。

その後、スイスもこれに同意したことで、ライン流域全体

の治水対策の実施に向けて1998年の ICPRの会議にて「洪

水アクションプラン(Flood Action Plan、以下FAP)」の実行

が決定された。 

 ライン川の水質汚染に関する国際間の問題は歴史が長

く、1920年頃より流域国間で活発に議論されてきており、

水質や環境汚染に関する知識・関心が市民の間でも長い時

間をかけて現在まで発達してきた。この間に河川管理に関

わる環境問題、治水、利水のNGOが生まれ、市民参加の

重要性が説かれた。現在の ICPRのオブザーバーステータ

スを持つNGOはかなり早い段階から流域管理に関連した

ロビー活動を行ってきており、1995 年から ICPR はNGO

に対して本会議への出席も認める形で市民参加を強化し

ている。 

このように、生態系保護、治水管理、市民参加といった

あらゆる分野でライン川では先駆的な対策が打ちだされ

ている。EU による WFD や FD の政策は、このライン川

における成功をもとに、それぞれRAPとFAPを参考に策

定された背景がある(24)が、市民参加の強化などWFDの策

定を機に市民参加の機会等がより確保されるなど、より洗

練された計画としてラインRBMPは2009年に策定された。

2001年よりRAPの継続プログラムとして「ライン2020」

が開始され、これは FAP 等を包括する枠組みとしてのア

クションプランとなっている。「ライン2020」は「ライン

RBMP」とほぼ同様の内容であるが、WFD が適応されな

いスイスをライン流域管理の協力関係に置くための政策

として必要不可欠なものとして位置付けられている(25)。 

 

第3章 ライン流域管理の組織構造と計画構造 

3-1 ライン川国際保護委員会(ICPR)の組織構造 

図3に ICPRの組織構造図を示す(26)。ICPRは条約加盟 図2 ライン流域管理の歴史と変遷 
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国 5 カ国(スイス、オランダ、フランス、ドイツ、

ルクセンブルク)の代表による年１回の本会議

(PLEN: Plenary Assembly)で今後の流域管理の方針決

定を行う。2003年に結ばれたライン協定(27)により、

WFD のライン流域区と重なる EU 加盟国７カ国

(ドイツ、オランダ、フランス、ルクセンブルク、

ベルギー、オーストリア、イタリア)で調整委員会

(CC :Coordination Committee)が設立された。現在では

合同会議(PLEN-CC)において、全参加国の同意に

より戦略決定がされる。戦略グループ(SG :Strategy 

Group)は ICPR 加盟国の水管理省庁の代表で構成

され、作業グループ(WG :Working Group)の調査結果

を踏まえて戦略決定をし、PLEN-CC へ報告する。

ICPR 加盟国は全 WG に参加義務があり、オブザ

ーバー参加する NGO は専門家グループ

(EG :Expert Group)としてWGに参加するとともに、

PLEN-CCにおいて助言を与え、行政のみで行われ

るSGを上と下から支える構造となっている(28)。 

 これらの他に「ライン川大臣会議(29)」があり、

加盟国の環境大臣が集まり流域管理の議論を行う。

大臣会議は政策に関する加盟国間の同意を得るた

めだけでなく、委員会に対処すべき問題を要求することが

でき、ライン流域管理の重要な役割を担っている。 

3-2 ライン流域管理計画(ラインRBMP) の構成 

 本節では、WFDの要求するラインRBMPの計画構造に

ついて説明する。なお本節以降のライン RBMP 内に登場

する専門的用語の定義及び説明は脚注にて行う(30)。 

 ライン RBMP はスケールの違いによって 3 段階に分け

て構成されている（図4）。まず ICPRが策定した最上位計

画としてライン流域区全体を示すPart Aがあり(31)、Part A

を空間的に 9 事業活動区域（BG:Bearbeitungsgebiet）に分

割したものに対応した計画がPart Bとなる(32)。Part Bをさ

らに分割し、各国内の詳細な水管理計画とするPart Cとい

う構成になっている(33)。ライン RBMP は 3 段階で計画が

同時に調整されながら策定されるプロセスを有しており、

本論では、Part Bでは9区域のうち上部ライン区域に着目

し、Part Cでは上部ライン区域におけるドイツのバーデン

ビューデンベルク州(BW:Baden Württemberg)内の詳細な水

管理計画を例にとって紹介する。次章より、ラインRBMP 

Part AからPart C の内容及び管理主体について見ていく。 

 

第4章 ラインRBMP Part A（流域全体レベル） 

4-1 ラインRBMP Part A の管理構造 

 本節ではライン流域区全体を扱うラインRBMP Part A

及び流域における管理構造を説明する。 

 2000年のWFDによりEU域内の河川は流域管理計画

(RBMP)の策定が法的義務となった。WFD発令の1ヵ月後

の2001年1月にライン川大臣会議が開かれ、WFDで要求

される｢国際流域区(International River Basin District、以下

IRBD)｣及び｢流域管理計画(RBMP)｣の作成への協力がEU 

非加盟であるスイスも含め約束された。この会議には

WFDの国際流域区内に新しく含まれたオーストリア、リ

ヒテンシュタイン(34)、ベルギー・ワロニア地方の環境大臣

も招聘された(35)。 

 2001年4月、ライン川の大きさと複雑さのため再度

PLEN- CCの会議がルクセンブルクで開かれ、IRBDを9

区域に分割する作業が行われた。9区域とは、アルペンラ

イン/ボーデン湖、高地ライン、上部ライン、ネッカー川、

マイン川、中部ライン、モーゼル・ザール川、下部ライン、

デルタラインの各区域である（表2）。これはライン本流

を6分割し、主要支流3本を加える分け方になっており、

これらの区分はライン川本流と支流の区分及び本流を特

定の都市を境界として幾つかに分割した歴史的区分を踏

襲している(36)。そのため、各区分を流域の範囲まで拡大し

た結果、9つの区域には、国境を越える区域が4つ、1つ

の州内に収まる区域が1つ、州境を越える区域が4つ等、

様々なものがある（図5）。 

 2005年、ふたたびライン流域国によるWFD会議におい

て、ライン流域区全体の計画をラインRBMP Part A とし、

ICPRを担当所管とした。 

4-2 ラインRBMP Part Aの内容 

2-1で前述したように、RBMPは I.河川状態の測定の後、

II環境目標の設定を行い、III経済的分析の後、IV改善の

ための措置の計画について記述する仕様となっている。計

画図書の目次を（表3）に示す。本論では、水管理に関す

る計画と事業の関係性を調査するため、以下、第1次ライ

ンRBMP において記述される「措置計画(Programmes of 

Measures)」(37)に絞って注目し考察を行なう。ラインRBMP 

Part Aの第7章 措置計画の内容を表4に示す。ライン

図3 ICPRの組織構造図 図4 ライン RBMP の構造及びスケール 

 RBMP所管機関 CH LI IT AT DE FR LU BE NL
VO BW BA HE RP SL NWR LS TH Rhin-Meuse W

アルペンライン/ボーデン湖 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

高地ライン ⚫ ⚫ ⚫

上部ライン　 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

ネッカー ⚫ ⚫ ⚫

マイン ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

中部ライン ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

モーゼル・ザール ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

下部ライン ⚫

デルタライン ⚫ ⚫ ⚫

CH:スイス, LI:リヒテンシュタイン, IT:イタリア, AT(VO): オーストラリア(フォアアルベルグ), DE:ドイツ, BW:バーデンビューテンベルグ州, BA:バイエルン州

HE:ヘッセン州, RP:ラインラントプファルツ州, SL:ザーラント州, NWR:ノルトラインヴェストファーレン州, LS:ローワーザクセン州, TH:チューリンゲン州

FR(Rhin-Meuse):フランス(ライン-ミューズ流域委員会), LU:ルクセンブルク, BE(W):ベルギー(ワロニア地方), NL:オランダ

表2 9 区域の所管機関 

CH:スイス,  LI:リヒテンシュタイン,  IT:イタリア,  AT(VO): オーストリア(フォアアルベルグ), DE:ドイツ,  BW:バー
デンビューデンベルク州,  BA:バイエルン州,  HE:ヘッセン州,  RP:ラインランドプファルツ州,  SL:ザーラント州,  
NWR:ノルトラインヴェストファーレン州,  LS:ローワーザクセン州,  TH:チューリンゲン州,  FR(Rhin-Meuse):フランス
(ライン-ミューズ流域委員会),  LU:ルクセンブルク,  BE(W):ベルギー(ワロニア地方),  NL:オランダ 
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 RBMP Part Aでの措置計画は9つのラインRBMP Part Bの

共通問題と、それへの対策の要旨として記述される。表中

7.1では、既存計画の「Master Plan Migratory Fish Rhine」(38)

が引き続きラインの河川生息域の連続性を回復する計画

としてRBMPの一部に組み込まれている(表中7.1.1)。ま

た、河岸生息域の連続性や多様性の増加のための基礎的措

置(表中7.1.1)、及び、WFDが指定する33の優先汚染物質

のうち幾つかをライン流域区全体で対処する汚染物質に

指定し(表中7.1.2)、ライン流域区全体を踏まえた上で措置

計画を決定している。表中7.2ではWFD附則７(39)の要求

する措置計画が記述される。例えば、水に関する法制度(表

中7.2.1)や、飲料水の供給方法及び費用回収方法(表中7.2.2)、

排水方法(表中7.2.6)、事故時の警報システム(表中7.2.8)等

である。これらの措置はWFD以前から各国が独自の管理

方法、システムを有しているため、詳細はPart Bのレベル

で記すなど、地域毎の独自の対応が必要な措置だとわかる
(40)。飲料水の供給方法(表中7.2.3)は、全流域的な共通課題

であるため、水の汲み上げ量に関する制限を定めている。 

以上より、Part Aのレベルでは措置計画において、ライ

ン流域区全体の特徴を把握し、環境的、生態的そして水質

的な枠組みが決定され、それらを実行する制度等に関して

は各国独自の方法とシステムを活用するため、9 区域の

Part B のレベルで策定されることがわかる。 

 

第5章 ラインRBMP Part B（国際・州際レベル） 

 本章では上部ライン区域を対象に、ラインRBMP Part B

の管理構造とその内容を見る(以下、専門用語は独語表記

とする）。上部ライン区域は、フランスとドイツを越境し、

かつ、ドイツ国内でも複数の州の行政区域を越境しており、

９区域の中でも水管理の管理主体間の調整が複雑となっ

ていることを選定理由とした。 

5-1 ラインRBMP Part B 上部ライン区域の管理構造 

上部ライン区域は、ラインRBMP Part B策定までに国

図5 ライン全流域区図 

第1章概要説明 第7章 措置計画の要旨

第2章人的活動とそれによる負荷 第8章 流域管理計画および概要についての詳細一覧

第3章保護地域の登録 第9章 公聴会の情報と結果

第4章測定ﾈｯﾄﾜー ｸと測定ﾌ゚ﾛｸ゙ﾗﾑの結果 第10章WFD附則１の定める担当官庁の一覧

第5章環境目標の設定 第11章連絡先および背景資料の取得方法について

第6章経済分析

表3 ラインRBMP Part Aの目次 

 

表4 ラインRBMP Part A 措置計画の内容 

 章 WFD による達成目標 措置計画

7.1.1 河川の生息域の連続性の回復 ICPR によって策定された "Master Plan Migratory Fish Rhine" にて詳細措置は記されている。

7.1.1 生息域の多様性の増加

河岸生息域
の多様性の
増加措置

a)河岸の再活性化、水へのアクセスの向上、貯水池内の堆積地の作成。
b)河川構造物の最適化、砂防堤の環境的デザイン、迂回路の作成。
c)波の浸食に対する保護、高水位と低水位の急激な変化から起こる問題への措置
d)雨水による多様性の増加
e)産卵地と稚魚の生息地の再活性化

河岸と氾濫
源の生息域
の多様性の
増加措置

a)生息域のネットワーク内で、河岸の踏石効果と水環境を向上させる。バイパスの設置と水環境の連続性の向上。
b)ライン川河口域での支流との近自然的接続の強化
c)堤防の移動と堆積地の作成の実施。
d)堆積地の近自然植生の強化、砂礫の流出と栄養塩と農薬の流出を削減するための環境に適した密集農業の促進。

7.1.2
面源汚染の表流水、
地下水への影響

WFDアネックスIXによって定義される33の優先汚染物質のうち幾つかと優先物質８つがライン流域においては問題となる。
1)問題となる物質はPAH、TBT、PBDE、カドミウム、ヘキサクロロブタディエン、ペンタクロロベンゼン、ジウロン
2)測定の限界によって類型化が困難な物質、DEPH

7.1.3
水利用(航行、発電、洪水防御、空
間利用、その他)と環境目標の調和

ICPRによるワークショップ。NGOのICPRへの参加等。多くのステークホルダーとの協同。

7.2.1 水保護に関するEU法の施行 ライン流域のEU加盟国において水保護法の国内法化に注目されている。

7.2.2 水利用の為の費用回収 ルクセンブルクのみ適用済み。その他は未完了。

7.2.3 飲料水供給のための水体 ライン流域では大部分の飲料水が地下水より供給される。よって地下水は保護されなければならず、1日の汲み上げを10m3に制限する。

7.2.4 水の汲み上げと貯水 PartAと関連のある汲み上げ、貯水施設はない。これらの詳細は国内計画もしくはPartBで記される

7.2.5 点源と他の活動の水状態への影響 7.1を参照。

7.2.6 地下水への直接排出 直接排水はライン流域において地方のみであり、PartAとは関連しない。詳細はPartBで記される。

7.2.7 優先物質 7.1.2で示す。

7.2.8 偶発的汚染 1986年ICPRの策定した危機警報プランを適用する。モーゼル・ザール委員会等は独自の危機警報プランを持ち、これはPartBで記される。

7.2.9
WFD第4条を達成しないと予測され
る水体への追加措置

現在あてはまるものはない。

7.2.10 追加措置 7.1を参照。詳細はPartBに記される。

7.2.11 海洋環境汚染 措置は7.1.2で示す。
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際会議が102回実施され、国際調整が非常に重要だったこ

とがわかる(41)。 

上部ライン区域では、国・州の調整機関としてG４（各

国・州の代表からなる組織）を組織し、2002年からRBMP

策定の2009年の間に、2005年分析レポート、2007年には

河川の水質等のモニタリング計画レポートをまとめ、最終

的に2009年のRBMP策定にあたって上部ライン区域の調

整結果をまとめた。この過程で調整が行われたのは、

RBMP策定のプロセスとなる、I.｢河川状態の測定｣→II.｢環

境目標の設定｣→III.｢経済的分析｣→IV.｢水質改善の為の措

置計画｣（本論2-1参照）である。G４により、データや評

価手法、水体の類別化等が国・州を越えて広範囲に共有・

調整が可能となった。102回という数字は、従来それぞれ

の国・州で従事していた全く別の組織構造、手法、意思決

定プロセスを持った関係者たちがWFDの要求する国・州

を越えた新しい包括的な枠組みの中で物事を進めるため

に、密接な連携・情報共有が必要であったことによる(42)。 

ラインRBMP Part B 上部ライン区域の策定にはドイツ

のバーデンビューデンベルク州(BW)、ヘッセン州(HE)、

ラインランドプファルツ州(RP)とフランスのアルザス地

域(43)が協力した。 

ドイツの主要所管官庁は各州の環境省が、フランスはラ

イン・ミューズ流域委員会が最上級機関である。また、上

級機関としてドイツからは県庁、フランスからは地域圏環

境局が参加している（表5）。 

5-2 ラインRBMP Part B 上部ライン区域の内容 

 ラインRBMP Part B 上部ライン区域の目次を表6に示

す。以下、Part Aと同様に措置計画の内容に着目し、第4

章の「国家措置計画の要旨(Zusammenfassung der nationalen 

Maßnahmenkonzeptionen)」を説明する（表7）。 

 ここでは上部ライン区域を所管するフランスとドイツ

の水管理計画の共有が行われた。さらにライン本流、越境

支流(Grenzueberschreitende Nebenfluss)
( 44 )、越境地下水

(Grenzueberschreitende Grundwasser)
(45)といったドイツとフ

ランスの国境を跨ぐあるいは 2 カ国で共有する水域につ

いての必要な措置が記されており、国境を越えない水域に

関してはPart Bのレベルでは記述されていない。 

 上部ライン区域ではライン本流は７つに分割された

(OR1-OR7
(46)

)（図6）。OR1-4は左岸がフランス領、右岸が

ドイツ領となるため、さらに左岸と右岸に分けられた。ラ

イン本流は、分割された区分に対して、フランス、ドイツ

のどちらが何の措置を行うかが記されている。 

 上部ラインの流域的特徴として、航行のための河川の短

経路化がフランスとドイツの共通意識としてあり、短経路

化がもたらした河川流量の減少への措置はアルザス運河

の作られた OR 左でのみ見られる。措置としてフランス側

は OR1 左、OR2 左、OR3 左において湿潤地域を作ることで

河川の水容量を増やす措置を行っている。ドイツでは魚の

遡上性向上の措置や、生態系、自然の回復措置が挙げられ

ている。越境支流は2本あり、どちらもドイツ領RP州と

フランス領を跨いで流れている(表中4.1)。越境支流も本流

と同様にフランスとドイツ領に分かれて行われる措置が

記されている(表中4.2)。越境地下水に関しては、表流水の

ような明確な区分けが困難なため、それぞれ独自の計画で

対応するよう調整された。また、これら地下水に対応する

計画は以前から独自に実施済みであり、フランスでは従来

からの流域計画であるSAGEライン・ナッペ(47)、ドイツで

はBW州のSchALVO: (Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung :

水質保全地区及び所得補償についての規定)
(48)等、既存計

画が継続されている(表中4.3)。 

 以上より、ラインRBMP Part B 上部ライン区域では河

川の対象部分を関係国で如何に分割するかが重要となり、

その協議とともに国境を越える(あるいは国境を共有する)

本流、支流そして地下水に関する措置が国間及び州間で調

整・共有されていることがわかる。 

 

第6章 ラインRBMP Part B、Part C（国・州レベル） 

 ラインRBMP Part Bにおいては、BG内におけるそれぞ

れの国・州レベルの部分的管理計画を包括してPart Bとさ

れる。本章では Part B 上部ラインの一部となるライン

RBMP Part B上部ライン（BW州）及びこれをさらに分割

した分担事業活動区域(TBG:Teilbearbeitungsgebiete)
(49)なら

びにその管理計画であるラインRBMP Part C TBG エルツ
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表6 ラインRBMP Part B 上部ライン区域の目次 
第1章 概要説明 第3章 環境目標

第2章
水質測定プログラム (測定ネットワーク
と測定結果)

第4章 国家措置計画の要旨

第5章 公聴会での情報及び結果

表5 上部ライン概要 
水域

上部ラインの長さ 約360km

支流長さ 9,310km 支流-国際 ロイター川、ザウエル川 支流-州際 ヴェシュニット川

関係官庁

流域面積 21,700km2 居住者 約720万 人口密度 334人/km2

水利用

上部ライン

フランス:アルザス地域圏環境・都市計画・住宅局、ロレーヌ地域圏環境・都市計画・住宅
局、ライン・ミューズ流域委員会
ドイツBW:バーデンビューデンベルク州環境省、カールスルーエ県庁、フライブルク県庁、
バーデンビューデンベルク州環境・測量・自然保護研究所
ドイツHE:ヘッセン州環境・国土空間・消費者保護賞、ダルムシュタット県庁、ヘッセン州
環境・地理局
ドイツRP:ラインランドプファルツ環境・森林・消費者保護省、組織・許可管理部、環境・水

左岸 F:　138,5km / RP:　177km 右岸 BW:　266,0km / HE:　93km

航行、水力発電、工業(汲出と排出)、都市水管理(排水処理、雨水)、農業、飲料水供
給、洪水防御、レジャー

表7 ラインRBMP Part B 上部ライン 措置計画の内容 
章 対象 措置構想 措置

4.1 ライン

水理
形態
学的
負荷

生物通過
可能性

OR1 左岸のフランス領での文化的堰への措置、 OR2 左岸のストラスブルク と
ゲルスハイム の堰への措置
OR1 の措置で はバーデンビューデンベルクは フランス側への小さな 水力設
備設置に経済的援助を行なった。

形態

F: 再自然化: OR1左、OR2左、OR3左、OR4左 (例:岸辺の植栽と構造、河床
の復元等)

: 再開発/回復: OR4左 (例:岸辺の藪、流れの障害物の改善、生物学的措
置による岸辺の保護)

G: 水域の接続: OR4右、OR5、OR6、OR7
: 突堤の変更: OR右、OR5、OR6、OR7
: 波からの岸辺保護/ブッシュ化の発展: OR右、OR5、OR6、OR7
: 岸辺の建設/OR4右、OR5、OR6、OR7

水管理
F: アルザス地方の運河の短路化による、低水位のため、OR1左、OR2左、

OR3左の水域に湿潤地域を作る。

物質的負荷

地方の汚染排出(生物汚染処理の導入):OR1左、OR2左、OR3左、OR4左
古い工場による汚染(直接流入による生態系への影響負荷):OR1左、OR2左、
OR3左、OR4左
毒性の汚染(優先物質と優先汚染物質による負荷):OR2左、OR3左、OR4左

4.2
越境
支流

水理
形態
学的
負荷

生物通過
可能性

“ラインフィッシュマスタープラン”の枠組みでうなぎの優先水域が決定され、
生物通過可能性に重要な役割を担っている。

形態
F: 再自然化及び再開発/回復:ロイター、ザウエル1
G: ラインランドプファルツにてこれからの追加措置は行なわない。

水管理 F: 湿潤地域の確保

物質的負荷

F: 地方の排水の最適化措置:ロイター、ザウエル1
: 工業廃水の最適化措置:ロイター、ザウエル1
: 工業の有害物質排出の削減措置:ロイター、ザウエル1

G: 窒素、リンによる損害の削減:ザールバッハ、上部ヴィースロイター、下部
ヴィースロイター

4.3
越境

地下水

地下水域の負荷を減らす措置は上部ラインでは過去に実施済みである。
補完措置
BW: プログラムSchALVO、MEKA    /RP: FUL  /F: 第3次SAGEライン・ナッペ

- 98 -

http://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.Foerderung,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Schutzgebiets_+und+Ausgleichsverordnung+_SchALVO_+fuer+Wasserschutzgebiete


公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.52 No.2 2017年 10月
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.52 No.2, October, 2017

 
 

 

-ドライザムを対象にラインRBMP の内容を見る。BW 州

は、ドイツ国内において上部ライン区域の所管する州のう

ち、区域内の面積が最大であることを選定理由とした。ま

た、他のライン流域の4区域及びドナウ流域を所管してお

り、流域と行政区域の関係性の把握に有用であると考える。 

6-1 ドイツ バーデンビューデンベルグ州の水管理構造 

 本節では、ドイツ・BW州を例にドイツの水管理行政シ

ステムについて説明する。 

WFD 以前、ドイツは行政境界を単位とする水管理を行

っていたが、WFD 以降は流域単位の水管理を行うため、

行政的な再編を行って流域管理に対応している。BW州は

現在、流域を所管する県庁を定め、環境省と担当県庁が中

心となって流域管理にあたっている（図 7）。BW 州は上

部ライン区域を含め5つの区域にまたがっており、それぞ

れをST 県、TÜ県、KA県、FR 県の4つの県庁が所管し

ている(50)。上部ライン区域ではカールスルーエ（KA）県

が流域官庁として指定されている。さらに、BW州に重な

るPart Bの5つの区域は30のTBGへ分割されている。す

なわち、KA県は上部ライン区域を統括する県庁ではある

が、上部ライン区域に位置するすべての TBG を所管する

県庁ではない。TBG31 を例にとると担当県庁はフライブ

ルク(FR)県となっている。図 8 をみると、TBG31 は地理

的にもFRに近い。TBG32、33に関してはFRとKAが重

複した担当所管となっている。Part Bでは流域管理区域と

行政管理区域の空間的な整合性はないが、Part Cレベルと

なるTBG では、水管理と行政管理の空間範囲がほぼ一致

し、WFD 以前のドイツ内の管理体制と同様であることか

ら、従来の管理組織を再編し利用していることがわかる(51)。 

6-2 ラインRBMP上部ライン (BW州)の内容 

BW 州は EU への提出書類として、ライン RBMP 上部

ライン (BW 州)を策定している(52)。ここではTBG をさら

に分解した単位として水体 WK (Wasserköper)
 (53)が用いら

れるようになる。 

ラインRBMP上部ライン(BW州) では上部ライン（BW

州）をさらに分割した各TBG及びTBGをさらに細分化し

たWKレベルを統 

合し、BW州内の上

部ライン区域全体

の計画を示してい

る。ライン RBMP

上部ライン  (BW

州)の目次を表 8 に

示す。以下、「第 7

章 措置計画の要

旨」を説明する。 

 BW 州における上部ライン区域にはTBG が 7 つ含まれ

（TBG30~36、図8参照）、7つのTBGはさらに45のWK

に区分され流域の所管県庁と県の下部行政機関である地

方郡の水管理担当者が連携しながら管理を行っている。こ

こでは上部ライン区域の BW 州内の全 WK をドイツの州

際水作業部会 (LAWA :Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft 

Wasser)
(54)が定義する定義形態(55)に当てはめ（表 9）、TBG

毎に実施する措置を LAWA の措置目録から選択し適応さ

せている(56)。 

ラインRBMP 上部ライン(BW 州)TBG31(エルツ-ドライ

ザム)の措置計画の内容を表10に示す(57)。河川管理の措置

に関する費用に関して、TBG レベルになって初めて記述

図6 上部ライン区域図             図7 BW 州 流域管理の組織構造                      図8 上部ライン（BW 州）区域図 

表9 ラインTBG31 WK 番号と名称 

表10 TBG31 措置計画の抜粋 

表8 ラインRBMP  上部ライン （BW州）の目次 

第1章 現状と課題
第2章 流域管理計画の作成プロセス

第1章 概要説明
第2章 人的活動とそれによる負荷
第3章 保護地域の登録
第4章 測定ネットワークと測定プログラムの結果
第5章 環境目標の設定
第6章 経済分析
第7章 措置計画の要旨
第8章 流域管理計画および概要についての詳細一覧
第9章 公聴会の情報と結果

第10章 WFD附則1の定める担当官庁の一覧
第11章 連絡先および背景資料の取得方法について
第12章 主要な参考資料

I. 序論

II. 本論
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が見られ、TBG での事業に捻出する費用を州、郡、私営

企業(水力発電)、その他に分けて表示される。これらから

水管理は主として国内事業として実施されていることが

わかる。また、ラインRBMP上部ライン(BW州)ではWK

間のネットワークが記され、国内での広域の流域管理が行

われている。WKのネットワーク及び上部ライン区域周辺

の流域管理と行政区分の関係性を図9に示した。図9から

BG、TBGの境界は、行政境界を跨ぐもののWKのレベル

では単一の行政区域に含まれることがわかる。 

6-3  ラインRBMP Part C分担事業活動区域(TBG)の内容(58) 

 本節ではRBMP TBG 31 エルツ-ドライザム(59)の「第7

章 措置計画」を見る（表11）。TBG31（図10）では、TBG

内の WK 同士の河川の連続性のための措置を記述した上

で、最終的にTBG31区域が他のTBGとの河川の連続性を

持つための措置が記述される。また、このレベルでは

TBG31 内におけるWK 毎の措置計画を記述し、それに対

応するWKの事業計画(Arbeitspläne)が地図上に即地的に記

されている。WK31-01 の事業計画を例にとると、例えば

WK31-01には44の事業計画が記されている。さらに、そ

れら WK 内の事業形式、費用及び事業主体が添付資料

(Anlagenband)に示される。興味深いのは「第 8 章 流域管

理計画及び概要についての詳細一覧」及び「第 9 章 公聴

会の情報と結果」については、これらの内容はPart Cでは

記述されず、上位計画であるRBMP Part B上部ラインに記

述されるとしている。これは、RBMP Part C TBG 31には

WKそれぞれの詳細情報が記述され100ページを超える計

画となっており、市民参加の容易さ等の観点から、これら

膨大な情報ではなく、そのために再編された流域単位の概

要情報を提供するためだと考えられる(60)。 

6-4 ラインRBMP 上部ライン (フランス ライン流域区) 

本節では、上部ライン区域に含まれるフランスのアルザ

ス地方のRBMPについて述べる（図11）。 

フランスではドイツと異なり1992年

より流域毎の水管理を行っており、従来

から策定してきた流域管理計画(SDAGE : 

Schémas directeurs d’aménagement et de 

gestion des eaux )ライン・ミューズをその

ままラインRBMPへと対応させ、その一

部であるSDAGEラインを上部ライン区

域のRBMPフランス部分とすることで対

応している(61)。SDAGEはフランスの流域

委員会(62)によって策定され、小流毎の水

管理計画(SAGE)へと分割され、これは地

方水委員会(63)により策定される。 

フランスではもともと地域行政と水管

理行政の構造はそれぞれ異なる。フラン

スは22の地域(Region)によって構成され、

それらは計108つの県(Departman)から構

成されている。一方、水管理においては、

国土が12の流域区に分割されており、流

域区はフランスの行政境界とは一致せず州や県域横断的

に河川管理が行われている。この行政境界と流域委員会・

流域区の関係性はドイツの従来の行政構造と新たに策定

した流域官庁・TBGの体系と類似しており、WFD 及び

RBMPによりそれぞれの国の流域管理の組織構造は同じ

方向に向かっていると考えられる(64)。 

フランスではSDAGEで既存の法制度を活用し、広域一

貫スキーム(SCOT: Schéma de cohérence territoriale)、地域都市計画

(PLU: Plan Local d’Urbanisme)、コミューン土地利用図等の

都市計画文書にSDAGEと互換可能な変更を加え、WFD

及びRBMPに対応した(65)。 

図9 BW 州 WK ネットワーク及び上部ライン周辺の流域区分と行政区分の関係性 

図11 フランス流域区分図 図10 TBG31 区域図  

表11 ラインRBMP Part C TBG31 目次 
 第1章 概要説明

第2章 人的活動とそれによる負荷

第3章 保護地域の登録

第4章 測定ネットワークと測定プログラムの結果

第5章 環境目標の設定

第6章 経済分析

第7章 措置計画の要旨

第8章 流域管理計画及び概要についての詳細一覧

第9章 公聴会の情報と結果

第10章 担当官庁の一覧

第11章 背景資料

- 100 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.52 No.2 2017年 10月
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.52 No.2, October, 2017

 
 

 

第7章 総合考察、結論 

7-1 総合考察 

 ライン川ではRBMPをPart A、Part B、Part Cと3つの

段階に分け、スケール毎に適した構想、調整、計画、事業

を示し、さらにこれらの上位・下位の管理計画が、同時に

調整されながら策定されるプロセスを有していることで

ライン流域における統一的管理計画を完成させている。 

Part Aでは、流域共通の概念により流域管理を1つの水

政策へと統合し、詳細な計画に関しては下位計画のレベル

で対応させることにより、各国に計画の独自性を許容して

いる。Part Bでは、隣接する国や州同士での調整・共有が

行われ、全流域的な課題を各国の詳細計画まで落とし込む、

あるいは、その逆を行う橋渡しとして機能している。また、

区域の水管理のコンセプトが示され、流域管理の戦略が市

民に発信されるレベルとなる。Part Cでは、国の詳細な水

管理計画へ位置付けられる。WFD 以前は河川の流域単位

の管理体系を持たなかったドイツでは、流域管理を支流単

位の管理まで細分化したことで、細分化された流域と管理

を行う所管行政の行政区域がほぼ一致してきている。 

また、ラインRBMPでは、策定主体である ICPRの本会

議へ国際的な NGO が専門家として認められているうえ、

WFD による法的に定められた 6 ヵ月の意見公開によるロ

ーカルな市民の意見募集など、流域の統一的な管理に向け

て、市民参加の拡充及び透明性の確保が図られている。 

日本の河川管理とライン川の管理を比較すると、日本で

は国なら国、県なら県と管理区分が明確化しており、行政

境界をまたがる場合は上位の所管行政が計画策定及び管

理を実施するなど、上位・下位の行政の連携は希薄である。 

日本の河川管理に関する市民参加については、河川整備

基本方針を定める際に参加が実施されないこと及び、河川

整備計画を定める際の公聴会等の実施についての詳細な

規定が定められていないことによる、流域の管理計画にお

ける一貫した透明性の確保が課題であると考えられる。 

7-2 結論 

 本研究においては、以下のことを明らかにした。 

1．「ライン流域管理計画（ラインRBMP）」の構造・内

容を把握した。第1次ラインRBMPは、スケールの違い

によってPart A、Part B、Part C の3つの段階に分けられ、

段階に応じた調整を行うことで、流域区内の地域毎の特徴

や各国の取り組みの独自性を保持している。 

2.WFD以前は行政単位の河川管理を行ってきたドイツ

では、WFD後、新たに流域を所管する流域官庁を定め、

実際の管理体系はPart Cの組織構造をWKのレベルまで

細分化することで、従来の行政単位を保持しながら、新た

な流域管理の体系へとうまく適合している。 

3. Part AとPart Bは流域的な計画策定を行うレベルであ

ると同時に、Part Cの膨大な情報を概略した市民への情報

発信用の図書という位置付けとなっている。 

4.ラインRBMPの内容把握から、日本の流域管理の実現

に向けた示唆として以下の２つが挙げられる。 

①地方自治体の河川管理への関与の強化と上位の行政

機関が主体となり、国あるいは都道府県からのトップダウ

ンのみではなく、ボトムアップを行いながら流域全体の上

位・下位の計画が同時に連携・調整が図られながら進めら

れることが望ましい。 

②河川管理における、市民参加の機会及び透明性の確保

については、上位の行政機関と市民の方向性の齟齬を生じ

させないため、管理計画の案段階の早期からの市民参加の

機会の確保及び委員会等の設置の規定などを河川法で設

けることが必要である。 

 

 本研究では、ライン流域における流域管理の組織・制度

及び管理計画の構造を整理した。ライン流域国それぞれの

水管理の特徴及び変遷、さらにライン流域におけるFDや

FRMPといった治水に関する制度・計画の実態の把握は本

研究では明らかにしていない。これらは今後の課題として

追加研究を行っていく予定である。 
 

謝辞：ヒアリングにご協力頂いたライン流域の委員会及び各国の担当者の皆
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補注： 
(1)参考文献1)より。 
(2)参考文献2)より。 
(3)参考文献3)より。 
(4)参考文献4)より。 
(5)参考文献5)より。 
(6)参考文献6)より。 
(7)参考文献7)より。 
(8)参考文献8)より。 
(9)参考文献9)より。 
(10)参考文献10)より。 
(11)参考文献11)より。 
(12)参考文献12)より。 
(13)河川整備基本方針を定める際、一級河川は社会資本整備審議会、二級河

川においては、条例により都道府県に都道府県河川審議会が置かれてい
るときは、都道府県河川審議会にそれぞれ意見を聞かなければならない。 

(14)参考文献13)より。 
(15)1997年の河川法改正に伴い、長期的な河川整備の基本となるべき方針を

示す「河川整備基本方針」、具体の河川整備の内容を示す「河川整備計画」
が策定されることになり、「河川整備計画」については、地方公共団体の
長、地域住民等の意見を反映する手続きが導入され、意見聴取の場とし
て流域委員会が設置されるケースが多い。 

(16)参考文献14)より。 
(17)吉川は「河川は国のもの、都道府県のもの、という誤った発想から脱却

する必要がある。河川利用は、その川が流れる土地のある基礎自治体が
主体的に行うべきものである。」と述べている。参考文献14), p162より。 

(18)参考文献15), p10より。 
(19)参考文献16)より、WFD 第3条。 
(20)例えば、ライン流域では、新たな流域の定義により、イタリアの国土の

一部がライン流域に加えられている。  
(21)参考文献16)より、WFD 第4条, (a) (ii),(b) (ii),(c)にて、WFD施行

から15年で水域の「良好な状態」を達成が命じられている。 
(22)参考文献16)より、WFD 第14条。 
(23)参考文献17)より、FD 第7条において、2015年12月22日までに洪水

管理計画の策定が命じられている。 
(24)2014.6.3のICPR秘書長へのヒアリングによる。 
(25)2014.6.3のICPR秘書長へのヒアリング及びドイツ・バーデンビューテ

ンべルグ州環境省担当者からのメール回答による。EU非加盟国のスイス
にはRBMP策定の義務がない。 

(26)ICPR ホームページより。 
(27)WFDによりライン流域区に一部国土をもつEU加盟国はライン流域管理計

画への参加義務がある。これに参加するEU加盟国はWFD以前より存在し
たICPRとの協力関係を｢ライン協定」として締結した。 

(28)ICPR秘書長へのヒアリングより。 
(29)1972年に開始され2013年ﾊ゙ ｰｾ゙ ﾙで15回目の大臣会議が行われた。 
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(30) 

面源汚染(非点源汚染)は、工場排水や都市排水等の個別の汚染源による汚染(点源

汚染)ではなく、拡散した複数の汚染源が原因で起きる汚染のこと。大気中の汚染

物質の降雨による河川流入や農業に使用する肥料、殺虫剤の地下水への浸透がラ

インでは主要な問題になっている。

水体

HMWB

水理形態学

通過可能性

面源汚染/点源汚染

水体とは「Waterbody(英),Wasserkoeper(独)」の和訳で、川、湖沼、海等の地球

表面の一部である表流水あるいは地下水等の総称。

「HMWB」とはHeavily Modified Water Bodyの略語で「過度に改変された水体」と

訳した。船舶航行、堤防や堰の造成のためのコンクリートによって著しく改変さ

れた水体のことである。HMWBは近自然工法(Naturnah)により生息域の連続性や氾

濫原の回復のために自然に戻すことが望ましい。また、HMWBほどではないが人の

手が加えられた水体 AWB: Artificial Water Body(人工的水体)も報告と対策の義

務がある。

「水理形態学」とは”Hydoromorphologie”の和訳で、水の流量、地下水への浸

透、水域の連続性・深さ・構造等の形態的条件の「水体の形態」全般に関連する

分野である。HMWBとの関連が深い。

「通過可能性」とはドイツ語の”Durchgaengichkeit”の和訳で、特に、回遊魚の

障害のない遡上の可否を指す。HMWBとの関連が深い。

 
(31)参考文献18)より。 
(32)参考文献19)、20)より。 
(33)参考文献20)、21)より 。 
(34)リヒテンシュタインはその後EUに加盟している。 
(35)ラインIRBDには、地下水域の境界拡大によりイタリアもラインの流域

国に含まれるが、言語の問題及び面積がごく小さいものであることが理
由でICPR会議への参加はしていない。 

(36)高地ライン、上部ライン、下部ラインといったライン川の区分はWFDよ
り以前から歴史的に定着していた。 

(37)措置計画とは環境目標の設定を受けて、実際に河川に行う何らかの対策
及びその事業の計画のこと。 

(38)参考文献22)より。 
(39)WFD Annex VII (附則7)では流域管理計画中に記述しなければならない

事項が目録として記載されている。 
(40)いくつかの措置はICPRのアクションプランによって詳細が説明される。

例:Master Plan Migratory Fish Rhine, 危機警報プラン)。 
(41)参考文献19)p.5より。 
(42)ドイツBW州の水管理部局へのメールによるヒアリングでは、各国の

管理制度の違い、例えばフランス中央政府とドイツ政府の水質観測の
方法の違いによる分析の比較に難点があったとのことである。 

(43)フランスの「地域(Region)」とは22ある大きな行政単位でありアル
ザスはその1つ。地域の上には国家、下にはコミューン(郡)がある。 

(44)国あるいは州の境界を跨いで流れる支流。 
(45)国あるいは州の境界を跨いで広がる地下水域。 
(46)ORはOberrheinの略称。 
(47)SAGEとはフランスにおいて流域管理計画SDAGEを上位計画とする支

流単位の水整備・管理計画。 
(48)SchALVOの和訳については、参考文献24)p.3を参考に記載。 
(49)Teilbearbeitungsgebieteはドイツ独自の名称であり、この名称を用

いる州とそうでない州がある。上部ライン区域においてもBW州は用
いているが、RP州はTBGの名称を使用していない。HE州では州を流
域管理の区域境界で分けたものをTBGと呼んでいる。 

(50)ST : ｼｭﾂｯﾂｶ ﾙ゙ﾄ、TÜ : ﾁｭ ﾘーﾝｹ゙ ﾝ、KA : ｶー ﾙｽﾙ ｴー、FR : ﾌﾗｲﾌ゙ ﾙｸ゙ 。
ドナウ及びアルペンライン区域はチューリンゲン(TÜ)が兼任。 

(51)図7中の「調整機関」及び「広域作業部」とは、BW州の水管理機関
であるBW州環境省(UM:Umwelt Ministerium)と環境・測量・自然保護
研究所（LUBW:Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz）
から選出された作業部(PG:Projektgruppe)から構成されている。どち
らもBW州内の県庁、及びその下部にある郡への専門知識の展開と協
力を行う調整機関となっている。 

(52)参考文献20)より。 
(53)補注(30)で前述のWasserköperと同義ではあるが、BW州ではこれを

水域単位の名称としても用いている。 
(54)LAWAとは連邦環境省(BMU:Bundesministerium für Umwelt)の一部で

あり。連邦政府と連邦各州の水管理所轄官庁（主に環境省）の代表者
によって構成される環境大臣会議の実働組織である。 

(55)例えば表9中の定義形態5は「岩石に富んだ石英質の山間河
川:Grobmaterialreicher, silikatischer Mittelgebirgsbäche」。 

(56)LAWAの措置目録は参考文献23)より。 
(57)表10中にあるLAWA No.とはLAWAが策定する措置目録

(LAWA-Massnahmenkatalog)の番号である。例えば措置目録で、LAWA 
No.69と「護岸工事の連続的通過可能性措置」が対応している。 

(58)参考文献24)より。 
(59)TBGレベルの計画は、公的には前述の上部ラインRBMPへの添付資料

(Begleitdokumentation)となりRBMPではないが、本論では形式的な

RBMP Part Cという用語を引き続き使用する。RBMPの提出義務は流域
(RBD)毎であるため、支流毎の詳細な計画は添付資料となる。 

(60)Part CではWKの措置に関しては詳細情報の目録として公開されてお
り、必要によって索引可能となる。  

(61)フランスは従来からSDAGE Rhin Meuse(流域管理計画 ﾗｲﾝ・ﾐｭ ｽー゙ 流
域区)としてライン流域のフランス部分の管理を行ってきており、WFD
会議の後ﾗｲﾝ・ﾐｭー ｽﾞの内、ライン流域が上部ライン区域へ、ミューズ
流域がモーゼル・ザール流域区に含まれることとなった。 

(62)フランスで1964年に誕生した流域委員会は流域の計画提案、税制の
投票を行う流域の評議会。水管理局の税制政策の投票や助言を行う。 

(63)1992年水法第5条に基づき、地方水委員会は地方自治体長、及び地
方の水関連を所管する省庁の代表者等から構成される。 

(64)ライン流域国の一つであるオランダも従来より流域単位の水管理を
行ってきている。 

(65)参考文献25)より。 
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